
「新たな自治体運営「南信州モデル」実践プラン」の概要 
・・・下伊那郡町村会提言への対応協働プロジェクト報告書・・・ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年１１月１９日    

下伊那地域振興戦略会議 
 

１ 

下伊那ふるさと振興局【地域振興局】（仮称）について（提案書P５）  

・ 設置形態 
下伊那郡町村会の提言に係る「地域振興局」については、「下伊那ふるさと振興局【地域振

興局】（仮称）」として３地区（南部・西部・北部）に設置することとし、２つ（Ａ案：地区

内町村への設置、Ｂ案：地事内への窓口設置）の設置形態案のうち、各地区町村長がどちら

かを選択した上で県が対応することを提案する。 

・ 局の機能 
「地域振興局の機能」として、地区町村長・局メンバー（政策調整支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・県派遣・

駐在等）からなる「地区戦略政策会議（仮称）」を開催し、地区内の町村共通の課題（例：地

区町村事務の共同化、産業共通政策など）解決策を企画立案する。 
さらに、局は、地区内町村への政策立案の支援、県部局の横断的連携の調整等の機能を担

う。 

【町村事務サポートチーム】

林業技術員及び農業改良普及員の駐在について（提案書 P８）      

・ 森林整備については、地事在籍の林業改良普及員が、地区ふるさと振興局員を兼務して、

地区町村全体の森林整備に関与することで対応可能と整理。なお、特に森林面積の多い町

村では、派遣職員の継続派遣を提案する。派遣が継続されない場合は、派遣職員から駐在

員への切り替えを提案する。 

・ 農業改良普及員については、飯田市から距離的に遠く、かつ、地域固有の農業振興課題が

ある町村へは、課題解決までの一定期間、農業改良普及員が駐在することを提案する。 
 

【○○地区】 

下伊那○○ふる

さと振興局 

・政策調整支援 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 

 

 

 飯田保健所 

飯田建設事務所 等 

下伊那○○ふるさと振興局 

・○○地区戦略政策会議(仮称)開催

 （参加：各町村長等と局メンバー） 

・課題に係る県庁･現地機関等との調整

・各町村の政策立案の支援、提案窓口 

地方事務所 

【ふるさと振興局の機能】  A町          B 村  C村  D 村 

県
派
遣 

県
派
遣 

県
駐
在 

県
派
遣

注：県現地機関の専門技術職員と各町村派遣・駐在職員は地区ふるさと振興局員 

を兼務し地区戦略政策会議（仮）等へ参加 

専
門
職
員

専
門
職
員

専
門
職
員

【ふるさと総合支援窓口の機能】

・□□地区戦略政策会議(仮称)開催

 （参加：各町村長等と県現地機関の

専門職員・派遣・駐在） 

・課題に係る県庁･現地機関等との調整

・各町村の政策立案の支援、提案窓口 

【□□地区】 

E町    F 村  G 村  H 村 
 

 飯田保健所 

飯田建設事務所 等 

地方事務所 

□□ふるさと 

総合支援窓口 

・政策調整支援 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 

 

県
駐
在 

県
派
遣 

県
派
遣 

県
派
遣 

専
門
職
員

専
門
職
員

専
門
職
員

注：県現地機関の専門技術職員と各町村派遣・駐在職員は地区ふるさと総合支援

窓口で行う地区戦略政策会議（仮称）へ参加 

支所 
専門職員 

Ａ案「地区ふるさと振興局」（地区内町村への局設置型） 

Ｂ案「地区ふるさと総合支援窓口」（地事内窓口設置型） 

 

南部地区：阿南町、下條村、泰阜村、売木村、天龍村、上村、南信濃村 

西部地区：清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村 

北部地区：松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村 

 

（参考） 

下伊那郡内各地区町村 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体連合「南信州モデル」について（提案書 P１１）         

・ 厳しい財政状況の中で、町村が自主性と自律性を十分に発揮しながら、効率的で持続可能

な行政体制を確立するために、複数自治体による事務の共同処理や委託等は、市町村合併

と並ぶ有効手段のひとつである。よって、町村事務の分析結果と、それぞれの事務を効率

的に行うための方式との検討に基づき、迅速に実現が可能な「自治のしくみ」を提案する。

１ 町村事務サポートセンター方式 
複数の町村が「町村事務サポートセンター」を設置し、各町村における定型的で独自性

の乏しい事務や各町村が同様のシステムにより処理している事務をまとめて処理する。 

２ ミニ広域連合方式 
ブロック単位に共同で「連合役場」を設置し、町村や県等から権限の委譲を受け、各地

域の実情に応じて処理する。 

３ 広域連合支所方式 
現行の南信州広域連合を拡充し、ブロック単位に「連合支所」を設置し、飯伊全体では

広すぎて効率的でない事務を、支所単位で処理する。飯伊全体で共同する事務を処理する

本所と地域単位の支所を組み合わせることで、事務の特性に応じた共同処理が可能となる。

・ なお、各方式の共同処理機関が県やNPO等と協働、連携することにより、更なる効果を期
待できると考える。 

 

【町村連合チーム】 

事務の委託（Ｆ町←Ｄ村）

　一部事務組合
　（２村）

Ａ町

Ｂ村

Ｃ村

Ｄ　村
(自立)

Ｅ 村
(自立)

町村連合
（１町２村）

より身近な事務は、
近隣町村と連携

Ｆ　町

合併

事務量の極めて少ない
事務は他の町村へ委託

一定の規模で共同化が
可能な事務は、相当数
の町村で連携

○

○

ふるさと振興局の合同設置

駐在員派遣など）

連携

Ａ　町 Ｂ　村 Ｃ　村 住民に身近な窓口業務、地域福祉、
税財政等は各町村が直接執行する。

その他の共通業務は、各町村で予算
措置してサポートセンターが執行

（長野県）
町 村 事 務
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

権限､予算権限､予算 権限､予算

ふるさと振興局の合同設置

○

駐在員派遣など）

（長野県）

   連携

Ａ　町 Ｂ　村 Ｃ　村

住民に身近な窓口業務、地域福
祉は各町村が直接執行する。

・連 合 長
・連合議会

連合役場

権限､予算

　(権限拡充)

ふるさと振興局の合同設置

駐在員派遣など）

○

○

（長野県）

 連携

(組織充実)

連合支所をブロック単位(中核役場内)に
置き､共通事務を処理する。

住民に身近な窓口業務､地域福祉､税財政
等は各町村役場において直接執行する。

広域連合(現行)

連合支所 連合支所 連合支所

１ 町村事務サポートセンター方式 

２ ミニ広域連合方式 

３ 広域連合支所方式 多様な自治の構想 

【共同化が望ましい事務とは…】 

・ 専門性が高く、小規模町村では職員の確保が難しいもの。 

・ 定型的で独自性が乏しく、各市町村が同じ事務処理を行うもの。 

・ 各市町村で同じシステムを必要とするもの。 

・ 制度が一律で独自の施策の余地がなく、共同処理が可能なもの。 

・ 市町村境にまたがるもの。 

・ 広域的な業務   等 
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・ 東海地震強化地域が１３市町村あり、急峻な地形と多くの断層を抱え災害時には甚大な被
害が想定されること。また、自主防災組織の機能低下、町村の災害対策本部機能の発揮、関

係機関の連携等の課題が浮き彫りとなり、飯伊地域の防災対策強化を次のとおり提案する。 
１ 防災関係機関の連携強化 
飯伊地域における県・市町村・防災関係機関による「東海地震対策推進本部」の設置な

ど、一体的な防災に対する取り組みの推進。 
２ 県職員の町村への派遣 
東海地震注意情報発令時及び災害発生時で必要な場合における県職員派遣制度の創設。

３ 町村における防災対策 
地域防災計画・応急対策マニュアルの確認、図上訓練の実施等による各町村の防災対策

の充実・強化。 
４ 自らの命を自らが守る地域づくり 
災害被害を最小限にするための住民の主体的参画による地域防災力の強化。 

 

学校運営のあり方について（提案書 P３２）            東海地震等甚大な災害に対する防災対策の強化について（提案書 P２５）  

【広域防災チーム】 【学校運営のあり方チーム】

 

県 

市 町 村 

防災関係機関 

○○地域東海地震対策推進本部 

① 出前講座の実施  
②  広域図上訓練の

実施  
③  防災課題に係る

検 討 、 情 報 交 換

等 

地域防災力の向上 

 
・ 大規模地震発生時には、「自
助」「共助」「公助」が適時適切
に役割分担していくことが求め
られます。 
・ 地域住民への防災意識の啓
発や自主防災組織の育成強
化など、地域防災力の向上が
必要です。  
 

「迅速・的確な災害対策」 
を行うための体制整備 

 
・ 住民の生命、身体、財産を

守るためには、迅速に初動体

制を確立し、的確に応急対策
を実施することが求められ

ます。  
・ 防災関係職員の応急対応能
力の向上を図ることが必要

です。  

東海地震対策推進イメージ 

・ 下伊那地域の学校運営については、児童生徒の減少等により様々な課題を抱えていることか

ら、町村が厳しい行財政運営を余儀なくされる中での将来における学校運営のあり方につい

て、次のとおり提案する。 
１ 小規模校における効率的な学校運営のための方策 
（下伊那郡町村関係） 
・ 町村内や近隣市町村の学校間など小中学校における教職員の学校間兼務配置の推進 
・ 免許教科外担任の活用 
（長野県関係） 
・ 複数免許状を有する教員や免許教科外担任の適用に対応出来る教員の優先的配置 
・ 教職員の配当基準等について、小規模校における学校運営の実態等を考慮した見直し 
・ 国に対し、山間地を多く抱える過疎町村における小規模校の教職員配置のあり方につ

いての早期検討の要請 
２ 児童生徒の確保策の充実・強化 
 （長野県関係） 
・ 山村留学に係るＰＲや募集の問い合わせ、相談に対応する窓口の設置 
・ 県が提供している山村留学に係るホームページの掲載内容の充実 
３ 近隣市町村の学校間における交流の推進 
（下伊那郡町村関係） 
・ 近隣市町村や地域を単位とする学校行事、部活動等の合同実施 
４ 学校給食業務の運営の効率化 
 （下伊那郡町村関係） 
・ 近隣市町村による共同調理場の設置・運営や学校給食業務の外部委託など、より一層

の学校給食業務の運営の効率化についての検討 
５ 地域との連携・協力による学校運営の仕組みの構築 
 （下伊那郡町村及び長野県関係） 
・ 「保護者・地域住民の参画による学校運営に関する協議組織」の設置 
・ 教職員の地域行事等への参加促進、保護者・地域住民への教育活動状況の積極的な情

報提供など「開かれた学校づくり」の推進 
・ 地域住民等を教育活動に積極的に参画させるなど学校運営への地域活力の導入・活用 
６ 教育振興に係る協議会の設置 
 （下伊那郡町村関係） 
・ 飯田下伊那地域の今後の教育振興について、行政と住民が一体となって、総合的に検

討する協議会の早期設置 
・ 学校の統合については、方向性を含め結論に至らず、検討経過を報告 

３ 



 

 

 

 

 

 

 

４ 

南信州広域観光連携について（提案書P４３）             

【観光活性化チーム】 

・ 飯伊地域での広域的観光組織は、飯田観光協会、下伊那観光連盟、広域イベント実行委員
会があり、それぞれ独自の事業を行っている現状にある。こうした組織の行政区を越えた

誘客体制のあり方について検討し、提案を行う。 
・ 将来、目指すべき広域観光組織は、南信州観光公社が収益部門と公益部門を包含することが望

ましいが、急激な公社への事業負担を緩和するため、南信州広域連合に「南信州広域観光振興

組織」を設置し、飯田市、飯田観光協会等と協議を重ね、将来の体制の一本化を図ることを提案

する。 
・ 平成16年度の南信州観光公社への職員派遣の実績から、同公社への県職員派遣の継続と、組

織の一本化に伴う、事務の増加や広域的業務に対応するため、「南信州広域観光振興組織」へ

の県職員 1 名の派遣を新たに求める。 

（現状の広域的組織）

南信州
消費者 １８市町村
旅行者

旅行会社等

広域イベント実行委員会

18市町村等出資

飯田市・民間業者負担金

17町村負担金

県補助金・広域連合負担金

広域観光連携スキーム（Ⅰ）

㈱南信州観光公社

飯田観光協会

下伊那観光連盟

各市町村単位の情報発信

情報発信・S.P.

情報発信

情報発信

情報発信

来　域

（新組織発足時）

人材派遣

旅行申込 商品企画提案

消費者
旅行者

旅行引受 連携・協力
○商品企画・開発

旅行会社等 ○広域観光情報窓口
○広域キャンペーン
○PRツール作成
○ホームページ運営
○他広域観光エリアとの連携
○域内観光地のコーディネート
○観光客の域内周遊施策

人材派遣
負担金

連携・協働 統　合

※民間サイド

長野県

飯田観光協会 下 伊 那 観 光 連 盟南信州 1 8 市町村

出資・負担金等

新人材派遣

南信州広域観光振興組織

南信州広域連合

広域観光連携スキーム（Ⅱ）

○企画の商品化・販売

○旅行手配・受入

○セールスプロモーション

○公益部門の拡充

㈱南信州観光公社

情　報　発　信

来　域

（将来目指すべき広域観光組織）

連　携

旅行申込

消費者
旅行者

旅行引受

旅行会社等

情報発信

南信州市町村

人材派遣・負担金

新 ・南信州観光公社

長野県

広域観光連携スキーム（Ⅲ）

来　域

旅行・販売部門（収益部門）

○企画の商品化・販売　　　　　　○旅行手配・受入
○セールスプロモーション　　　　○特産品販売　　など

広域観光振興部門（公益部門）

○商品企画・開発　　　　　　○広域観光情報窓口
○広域キャンペーン　　　　　○PRツール作成
○ホームページ運営　　　　　○他広域観光エリアとの連携
○域内観光地のコーディネート　　○観光客の域内周遊施策



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域特産品の開発と販路開拓について（提案書 P４６）        

・ 地域特産品は、観光のみならず地域振興にとって重要な要素であり、地域特産品開発は、

地域住民と、農業改良普及センター・試験研究機関が連携して進めている現状にある。 
・ 農産物・加工品の特産品化及び商品化の体制を、特産品開発の進捗状況に応じて3段階で提案

する。 
１ 農業改良普及センター職員と各市町村職員、県各種試験研究機関の連携による基礎段階の

支援 

２ 異業種間の橋渡しや行政の各種施策の組合せ等による、県、市町村の部局横断的支援 

３  「南信州」広域を対象とした特産品振興のコーディネーターを南信州広域連合又は県現地

機関に設置し、様々な課題に対応した専門プロジェクトを立ち上げ、解決を目指す。 

 
プロジェクトテーマ（例） 

○ 「南信州」特産品の認証制度確立 

○ 昼神温泉を広告塔・域内市場とした各市町村特産品の PR と販売 

○ 「南信州」の域内消費拡大 

○ 観光ツールとしての特産品開発 

５ 


